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告　　　　示

○愛媛県告示第15号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、医療
機関を次のように指定した。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

青 空 薬 局 宇和島市柿原甲１３５２－４ 令和７年10月１日

城 東 歯 科 ・ 矯 正 歯 科 今治市東鳥生町２丁目２
－２３ 令和７年10月１日

白 雲 薬 局 宇和島市広小路１－３４ 令和７年10月１日

○愛媛県告示第16号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規定によ
り、施術機関を次のように指定した。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

施　術　機　関 施　　　　　　　術　　　　　　　所 指　　定
年　月　日氏　　　　　名 名　　　　　称 所　　　在　　　地

稲　葉　哲　也 稲葉鍼灸治療院 宇和島市伊吹町923 令和７年
９月８日

清　水　研　光 ｈａｎａ鍼灸マ
ッサージ治療院

宇和島市丸之内３丁目４
－６

令和７年
10月８日

○愛媛県告示第17号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、
指定医療機関から名称を次のように変更した旨の届出があった。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
ユニスマイル薬局　にいは
ま王子店

新居浜市王子町３番２号 令和７年10月１日
（変更前）
王子調剤薬局

（変更後）
ユニスマイル薬局　にいは
ま庄内店 新居浜市庄内町１丁目14

番35号 令和７年10月１日
（変更前）
庄内調剤薬局

（変更後）
ユニスマイル薬局　西条店

西条市大町755番11 令和７年10月１日
（変更前）
ハート調剤薬局

（変更後）
ユニスマイル薬局　にいは
ま本郷店 新居浜市本郷三丁目５番

35号 令和７年10月１日
（変更前）
本郷調剤薬局

○愛媛県告示第18号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、
指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
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医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

さ く ら い 薬 局 今治市松木376番地５ 令和７年４月30日

上 松 歯 科 医 院 西予市三瓶町朝立１番耕
地544番地15 令和７年６月24日

熊 本 歯 科 医 院 四国中央市川之江町４０６９ 令和７年９月30日

城 東 歯 科 医 院 今治市東鳥生町２－２－
２３ 令和７年９月30日

ひ ら の 薬 局 大洲市平野町野田３１９８－
２ 令和７年９月30日

フ ク ダ 薬 局 壬 生 川 店 西条市壬生川１２３番２ 令和７年10月１日

○愛媛県告示第19号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名　　　　　　　　称 所　　　　在　　　　地

株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡
西一丁目６番１号

ツクイ新居浜訪問看護ステー
ション

新居浜市繁本町５番３号コー
ナンビル２階 令和７年11月１日

株式会社Ｂｒｉｄｇｅ 高知県高知市新屋敷２－９－
２

えん訪問看護ステーション四
国中央

四国中央市三島中央３丁目６
－19 令和７年11月１日

○愛媛県告示第20号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関（指定訪問看護事業者等）から指定訪問看護事業等を行う
事業所の名称を次のように変更した旨の届出があった。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名　　　　　　　　称 所　　　　在　　　　地

合同会社リハテラス 新居浜市西の土居町一丁目４
番34号

（変更後）
訪問看護ステーションゆう悠

新居浜市西の土居町一丁目４
番34号 令和７年10月１日

（変更前）
タートル訪問看護リハステー
ション

○愛媛県告示第21号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業
者）から名称、主たる事業所の所在地及び居宅介護事業を行う事業所の名称を次のように変更した旨の届出があった。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名　　　　　　　　称 所　　　　在　　　　地

（変更後）
えひめ未来農業協同組合

（変更後）
新居浜市田所町３番63号

（変更後）
ＪＡえひめ未来ヘルパーステ
ーション西条

西条市大町２００－1 令和２年11月１日
（変更前）
西条市農業協同組合

（変更前）
西条市神拝甲478－１

（変更前）
ＪＡ西条ホームヘルパーステ
ーション

○愛媛県告示第22号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護支援事
業者）から名称、主たる事業所の所在地及び居宅介護支援事業を行う事業所の名称を次のように変更した旨の届出があった。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
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介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名　　　　　　　　称 所　　　　在　　　　地

（変更後）
えひめ未来農業協同組合

（変更後）
新居浜市田所町３番63号

（変更後）
ＪＡえひめ未来居宅介護支援
センター

西条市大町２００－1 令和２年11月１日
（変更前）
西条市農業協同組合

（変更前）
西条市神拝甲478－１

（変更前）
ＪＡ西条居宅介護支援センタ
ー

○愛媛県告示第23号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（介護予防・日常
生活支援事業者）から名称、主たる事業所の所在地及び介護予防・日常生活支援事業を行う事業所の名称を次のように変更した旨の届出が
あった。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

介護機関（介護予防・
日常生活支援事業者）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介護予防・日常生活支援事業を行う事業所
変 更 年 月 日

名　　　　　　　　称 所　　　　在　　　　地

（変更後）
えひめ未来農業協同組合

（変更後）
新居浜市田所町３番63号

（変更後）
ＪＡえひめ未来ヘルパーステ
ーション西条

西条市大町２００－1 令和２年11月１日
（変更前）
西条市農業協同組合

（変更前）
西条市神拝甲478－１

（変更前）
ＪＡ西条ホームヘルパーステ
ーション

○愛媛県告示第24号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業
者）から居宅介護事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名　　　　　　　　称 所　　　　在　　　　地

えひめ未来農業協同組合 新居浜市田所町３番63号 ＪＡえひめ未来ヘルパーステ
ーション西条

（変更後）
西条市神拝甲478－１

令和７年５月26日
（変更前）
西条市大町200－１

○愛媛県告示第25号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護支援事
業者）から居宅介護支援事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名　　　　　　　　称 所　　　　在　　　　地

えひめ未来農業協同組合 新居浜市田所町３番63号 ＪＡえひめ未来居宅介護支援
センター

（変更後）
西条市神拝甲478－１

令和７年５月26日
（変更前）
西条市大町200－１

○愛媛県告示第26号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、指定介護機関（介護予防・日常
生活支援事業者）から介護予防・日常生活支援事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
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介護機関（介護予防・
日常生活支援事業者）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介護予防・日常生活支援事業を行う事業所
変 更 年 月 日

名　　　　　　　　称 所　　　　在　　　　地

えひめ未来農業協同組合 新居浜市田所町３番63号 ＪＡえひめ未来ヘルパーステ
ーション西条

（変更後）
西条市神拝甲478－１

令和７年５月26日
（変更前）
西条市大町200－１

○愛媛県告示第27号
　森林法（昭和26年法律第249号）第５条第１項の規定に基づき、
令和７年12月26日、今治松山地域森林計画を立てた。
　今治松山地域森林計画に係る地域森林計画書及び森林計画図は、
中予地方局農林水産振興部森林林業課及び東予地方局農林水産振興
部森林林業課今治駐在において公衆の縦覧に供する。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

○愛媛県告示第28号
　森林法（昭和26年法律第249号）第５条第５項の規定に基づき、
令和７年12月26日、東予地域森林計画を変更した。
　東予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図
は、東予地方局農林水産振興部森林林業課及び四国中央駐在におい
て公衆の縦覧に供する。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

○愛媛県告示第29号
　森林法（昭和26年法律第249号）第５条第５項の規定に基づき、
令和７年12月26日、中予山岳地域森林計画を変更した。
　中予山岳地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画
図は、中予地方局農林水産振興部久万高原森林林業課において公衆
の縦覧に供する。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

○愛媛県告示第30号
　森林法（昭和26年法律第249号）第５条第５項の規定に基づき、
令和７年12月26日、肱川地域森林計画を変更した。
　肱川地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図
は、南予地方局農林水産振興部八幡浜支局森林林業課及び肱川流域
林業振興課において公衆の縦覧に供する。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

○愛媛県告示第31号
　森林法（昭和26年法律第249号）第５条第５項の規定に基づき、
令和７年12月26日、南予地域森林計画を変更した。
　南予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図
は、南予地方局農林水産振興部森林林業課及び愛南駐在において公
衆の縦覧に供する。
　　令和８年１月13日
� 愛媛県知事　中　村　時　広

○愛媛県告示第32号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定によ
り、八幡浜市真穴土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良
事業（維持管理）の計画を令和８年１月５日認可した。
　　令和８年１月１３日
� 愛媛県南予地方局長　大　﨑　陳　洋

雑　　　　報

○公　告
　　　事後調査報告書について
　愛媛県環境影響評価条例（平成11年愛媛県条例第１号）第36条の
規定により、次の対象事業について事後調査報告書を作成したの
で、同条例第38条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　協同組合クリーンプラザ
� 理事長　石　川　隆　憲
１　事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
　⑴　名　称　協同組合クリーンプラザ
　⑵　代表者　理事長　石川　隆憲
　⑶　所在地　愛媛県四国中央市妻鳥町3048番地２
２　対象事業の名称、種類及び規模
　⑴　名称　協同組合クリーンプラザ産業廃棄物焼却施設整備事業
　⑵　種類　産業廃棄物焼却施設の設置の事業
　⑶　規模　１日当たりの処理能力150トン　１基
３　対象事業の実施区域
　　愛媛県四国中央市妻鳥町3048番地14（協同組合クリーンプラザ
内）

４　関係地域の範囲
　　愛媛県四国中央市
５　事後調査報告書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間
　⑴　縦覧場所
　　　愛媛県庁環境・ゼロカーボン推進課（愛媛県松山市一番町四

丁目２番（ＮＴＴ愛媛ビル２棟４階））
　　　四国中央市役所生活環境課（愛媛県四国中央市三島宮川４丁

目６番55号）
　　　協同組合クリーンプラザ（愛媛県四国中央市妻鳥町3048番地

２）
　⑵　縦覧期間　令和８年１月13日から令和８年２月13日まで
　　　（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定す

る休日及び閉庁日は除く。）
　⑶　縦覧時間　８時30分から17時15分まで
　　　なお、事後調査報告書の電子版は協同組合クリーンプラザホ

ームページ（https://cleanplaza-shikokuchuo.com）において、
令和８年１月13日（火）から閲覧いただけます。


